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一消防統計からのアプローチー

屋　内　駐　車　場　火　災

近年の車社会の急速な進展によ

り（最近では「車庫法」の改正に

より），駐車場不足は深刻な社会

問題となりつつある。そのため，

建物の新増築に際して，屋内駐車

場を設置することにより対処しよ

うとする事業所も多く，この傾向

は今後益々増大するものと考えら

れる。

ところで，屋内駐車場が他の用

途空問と併設される場合は，下層

階に設置されることが多い。その

ため，駐車場において一旦火災が

発生すると，防火防煙対策が不十

分な場合は階段室等の竪穴を通じ

て上層階に煙や火災が拡大し，人

的・物的被害が大きくなることが

懸念される。

一方，図１にみられるように，

近年屋内駐車場からの火災はやや

増大傾向にあるが，建物火災に占

める割合は平成元年で，0.36 ％
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駐 車 場 ・ 車 川

事　　 務　　 所

(128 ÷35,186( 注０×100 ＝0.36)　　 旅館・ホテル等

で あ り 決 して 多 く は な い(注2)。 し　　li 貨 店 等

か し なが ら，｢ 法定 防 火 対 象 物(注3)　　
そ　　の　　他

か つ 耐 火 建 物｣ に限 る と， そ の比

率 は１．８％(注4)で あ り， 必 ず し も
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図 １　屋内駐車場火 災の 推移（建物火災）

�ﾖ 法定耐火屋内駐車場火災(Ｎ＝339)

口 全法定耐火火災(Ｎ＝4､978)

図２　防火対象物別火災件数比 率



無視できる値ではなくなる。

このようなことから，今回は，　　共 同 住 宅 等

｢法定防火対象物かっ耐火建物｣

の屋内駐車場から出火した火災

（以下，「法定耐火屋内駐車場火

災」という。）についてみていく

ことにする。

また，法定耐火屋内駐車場火災

の特徴を鮮明にするため，「法定

防火対象物かつ耐火建物」からの

火災（以下，「全法定耐火火災」

複合用途防火対
象物（16項イ）

複合用途防火対
象物（16項口）

駐　車　場　等

て の　 他

匝勿 法定耐火屋内駐班場火災

口] 全法定耐火火災

という。) と適宜比較するものと　　図３　防火対象物別｢ 放火｣(｢放火の疑い｣を含む) 火災の比率

する。

なお，以下の図表では，法定耐

火屋内駐車場 火災関係は昭和60

年～平成元年，全法定耐火火災関

係は平成元年のデータを使用して

いる。

1｡ 法定耐火屋内駐車場火災は共

同住宅や複合用途防火対象物で

多い

防火対象物別に法定耐火屋内駐

車場火災及び全法定耐火火災を検

討すると，いずれの場合も共同住

宅等（５項口），複合用途防火対

象物（16項イ），複合用途防火対

地下3 隋

地下2隋

地下1 階

賤

象物（16項口）で多く，この３種の防火対象　　2.

物で８割強を占めている（図２）

15.7

1豆EI 法定耐 火 屋内駐 車場 火災(Ｎ＝338)

匚] 全法定耐 火火災(Ｎ ＝4,970)

図 ４　出火階 別火 災件数比率

法定耐火屋内駐車場火 災の火災原因は

「放火」がきわめて多い

防火対象物の種類を問わず，法定耐火屋内

注1. 平成元年 建物火災件数は，35,186 件である。

注2. 屋内駐車場で火災が発生した場合も， 火災統 計上 は必ずし も出火箇所が「屋内駐車場」になるとは

限らない。 たとえば。車両が屋内駐車場におい てエ ンジ ン部分から出火した場合，火災統計で は出火

簡所は，「機関部」とされ，「歴内駐車場」とはなら ない。このような事情から，実際に屋内駐車場で

発生した火災は，図１に示した値よりももう少し多いのではないかと考えられる。

注3. 消防法施行令別表第ｌ に掲げる対象物をこ のように呼ぶ ものとする。 37ペ ージの別表 参照

注4. 法定防火対 象物で耐 火建物の火災件数は平成元年で4,978 件， また，同条件 の屋内駐 車場火災件数
は89件であ ることから，89÷4,978×100 ＝1.8となる。
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駐車場火災の火災原因としては，「放火」（「放　　災との差は際立っている（図４）。

火の疑い」を含む）が多く，特に共同住宅等

においては８割弱と異常に鳥い。また，複合　　4. 法定耐火屋内駐車場火災の消火所要時間

用途防火対象物においても全法定耐火火災の

２倍強ときわめて高い値を占めている（図

３）。

これは，屋内駐車場が無人閉鎖空間を形成

しやすいことに由来するものと考えられる。

3｡ 法定耐火屋内駐車場火災は下層階で発生

している

屋内駐車場は下層階に設世されることが多

いことから当然ではあるが，法定耐火屋内駐

車場火災は，その７割強が１階から，２割弱

が地下１階から発生しており，この２つの階

で全体の９割強を占めており，全法定耐火火

は意外と短い

屋内駐車場は一般に閉鎖空間を形成しやす

いため，消火活助に困難を伴うことが予想さ

れるが，法定耐火屋内駐車場火災の場合，出

火から覚知，覚知から放水開始，放水開始か

ら鎮火までの所要時間は，いずれも全法定耐

火火災より大幅に短い（表１）。

放水開始から鎮火までの所要時間が全法定

耐火火災の半分以下と短いのは，出火から放

水開始までの所要時間が短いこと及び屋内駐

車場には自助車以外には燃え草となるものが

あまりないことが主な理由と考えられる。

（別表 ） 消防法施行令別表第１に掲げ る防火対象物

防 火 対 象 物 の 指 定 区 分

(1)イ　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

(1)ロ　公会堂又は集会場

(2)イ　キャバレ ー， カフェ ー，ナイトクラブそ

の他これらに類するもの

(2)口　遊 技場 又はダン スホ ール

(3)ｲ　 待合， 料理店その他こ れらに類するもの

(3)口　飲食店

(4)　 百貨店， マ ーケ ットその他の物品販売業

を営 む店舗又は展示場

(5)イ　旅館，ホテ ル又 は宿泊所

(5)口　寄宿舎，下宿又 は共同 住宅

(6)イ　病 院， 診療所又 は助 産所

(6)口　老 人福祉 施設， 有料 老人ホーム，救 護施

設， 更生 施設， 児童福祉施設( 母子寮及び

児童厚生 施設 を除く。)身体 障害者更生援

護施 設( 身体障 害 者を 収容 する もの に限

る｡) 又は精神薄弱 者援護施設

(6)八　幼稚園，盲学校，聾学校又は養護学校

(7)　 小学校，中学校，高等学校，高等専門学

校， 大学，専修学校， 各種学 校その他これ

らに類する もの

(8)　 図書館，博物館，美術館そ の他こ れらに

類する もの

(9)イ　公衆浴場のうち， 蒸気浴場，熱気浴場そ

の他こ れらに類するもの

(9)ロ　 イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

�　　 車両の停車場又は船舶若しくは航空機 の

発着場 く旅客の乗降又は待合いの 用に供す

る建築物に限る｡)

(�)　 神社，寺院，教会その他こ れら に類する

もの

(12)イ　エ場又は作業場

(12口　映画スタジオ又はテレビスタジオ

(13イ　自動車車庫又は駐車場

(13口 飛 行機又 は回転翼航空 機の格納車

倉庫

官 公署

事務所

その他

前各項に該当しない事業場

(呻イ　複合用途防火対象物のう ち，そ の一 部が

日項から四項まで，(五項イ，(六)項又は(旬項

イに掲げる防火対 象物の 用途に供 されてい

るもの

� ロ　 イに掲げる 複合 用途防火対 象物以外の複

合用途防火対 象物

(以 下　略)
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表１　消火所要時間

法定耐火屋内
駐 車場火 災

全法定耐 火火 災

出火から覚知 ま
での平均所要時
間 （分）

4.35
(N ＝116)

9.33
(N ＝1452)

覚知から 放水 開

始 までの平均所
要時 間（分）

5,36
(N ＝116)

6.48
(N ＝1461)

放水開始 から 鎖
火まで の平均所
要時 間（分）

20.21
(N ＝116)

41.23
(N ＝1459)

出 火から鎮火ま
で の平均 所要時
間（分）

29.92
(N ＝116)

56.48
(N ＝1450)

（注 ） 本表の数字は， 消防機関による放水のみら

れた火災につい て算定したものであ る。

5. 法 定 耐 火 屋 内 駐車 場火 災の 被 害 状 況 は意

外 と 少 ない

法 定 耐 火 屋 内 駐 車 場 火 災 は， 焼 損 面 積 ， 負

38

表 ２　被害状況

項　　　 目
法定耐 火屋内
駐車場 火災
(N ＝339)

全法定耐火火災
(N ＝4978)

焼損 而積
(c�/ 件) 2.14 6.93

負傷者発生率
(人／ 件) 0.07 0.17

損害額
(円／ 件) 487,000 1，605,000

傷者発生率，損害額のいずれの指標でみて

も，全法定耐火火災よりは被害は少ない（表

２）。

４で述べたことがこのような傾向を示す主

な理由と考えられる。なお，負傷者発生率が

低いのは，この他に屋内駐車場内の滞留人数

が少ないことも理由と思われる。
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